
 第１０５号議案 

  品川区長および副区長の給与および旅費条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和元年１１月２８日 

                   品川区長  濱  野   健   

   品川区長および副区長の給与および旅費条例の一部を改正する条例 

第１条 品川区長および副区長の給与および旅費条例（昭和２２年品川区条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の表中「１，１４７，０００円」を「１，１４０，０００円」に、

「９２１，０００円」を「９１６，０００円」に改める。 

  第６条第２項中「および１２月」を削り、「１００分の１６４」の次に「、

１２月に支給する期末手当においては１００分の１７６」を加える。 

第２条 品川区長および副区長の給与および旅費条例の一部を次のように改正

する。 

  第６条第２項中「に支給する期末手当においては１００分の１６４、１２

月」を「および１２月」に、「１００分の１７６」を「１００分の１７０」

に改める。 

   付 則 

 この条例は、令和２年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条中第６条第２項の改正規定 公布の日 

 ⑵ 第２条の規定 令和２年４月１日 



 （説明）区長および副区長の給与を改定する必要がある。 


